
省力化を促進する製品の研究・開発・実証補助金交付要綱 

 

令和7年4月1日 経済観光局長決定 

（目的） 

第１条  この要綱は、省力化を促進する製品の実用化に向けた研究・開発・実証に取り組む、神

戸市内に事業所を置く企業（以下「神戸市内企業」という。）若しくは神戸市内企業等により

構成されるコンソーシアムに対し補助金を交付することにより、人手不足や物価高騰等の社会

課題への対応と市内産業の振興を図ることを目的として、地方自治法（昭和22年法律第67号）、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）、神戸市補助金等の交付に関する規則（平成27年３月神

戸市規則第38号。以下「補助金規則」という。）に定めがあるもののほか、当該補助金の交付等に

関して必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、事業所とは本社、支店、営業所、店舗、工場、研究開発拠点のこと

をいう。 

２ この要綱において、大学とは、国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人、地方

独立行政法人法第68条第１項に規定する公立大学法人及び私立学校法第３条に規定する学校法

人が設置する大学をいう。 

３ この要綱において、公設試等とは、高等専門学校、大学共同利用機関、国立研究開発法人、

独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、国及び地方公

共団体の試験研究機関等、公益社団法人、公益財団法人、商工会議所、中小企業団体中央会、

TLO、第三セクター（地方公共団体が出資又は出えんを行っている一般社団法人及び一般財団

法人（公益社団法人及び公益財団法人含む。）並びに会社法法人）をいう。なお、次のいずれ

も満たす一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人は、公設試等に含むものとする。 

（1）役員（理事・評議員等）に大学の役員、職員や前記の公設試等の役員、職員及び地方公      

務員が複数含まれるなど、研究開発計画の運営管理を担える体制を有している。 

（2）定款等にものづくり産業または技術等の振興に資する目的や事業を定めている。 

 

（補助対象者） 

第３条  本補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

に定めるものとする。 

（1）神戸市内企業のうち、以下の（ｱ）～（ｵ）に該当しない者。 

（ｱ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定す

る性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託事業を行う者 

（ｲ）神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成23年３月条例第29号）第２条第

１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員 

（ｳ）兵庫県暴力団排除条例施行規則（平成23年公安委員会規則第２号）第２条に規定する暴

力団等と密接な関係を有する者 

（ｴ）神戸市市税条例（昭和25年８月条例第199号）に定める市税に滞納又は未申告がある者 

（ｵ）その他、本市が助成金を交付するにあたり、社会的な信頼性又は公平性を損なうおそれ



があると市長が認める者 

（2）神戸市内企業が幹事となり、大学・公設試等の研究機関等もしくは幹事以外の企業、ある   

いはその両方と構成する２者以上からなるコンソーシアム。なお、コンソーシアムに幹事以

外の企業を含む場合は、コンソーシアムを構成する企業の２分の１以上は神戸市内企業であ

ること。また、コンソーシアムの各構成員が前項（ｱ）～（ｵ）に該当しないこと。  

 

（補助対象事業） 

第４条 本補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のとお

りとする。 

（1）実用化に向けた「省力化を促進する製品」の研究・開発（基盤・実用化技術の研究・開発、

新製品の開発・試作等） 

（2）新規開発した「省力化を促進する製品」の実証（試験運用・実証研究等） 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要する経

費のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、金額は、消費税及び地方消費税を除いたも

のとする。 

ｲ）原材料・副資材の購入に要する経費 

ﾛ）機械装置または工具・器具の購入、改良、借上または修繕に要する経費 

ﾊ）外注加工費（設計委託、ソフトウエア開発委託等の経費を含む。） 

ﾆ）試験検査機関等における製品試験検査に要する経費 

ﾎ）技術指導の受入れに要する経費 

ﾍ）直接人件費 

ﾄ）調査等に要する経費 

ﾁ）共同研究にかかる経費 

ﾘ）展示会等への出展や広告印刷物の作成等販路開拓に要する経費 

ﾇ）その他研究・開発事業の実用化に必要と認められる経費 

２ 補助対象経費のうち、前項 イ）～ホ）およびト）～ヌ）に掲げるものについては、市内事

業者への発注を原則とする。 

３ 大企業は補助対象事業に要する経費のうち、原則、外注費の合計の２分の１以上を市内企業

に発注することを補助要件とする。 

４ 補助対象経費のうち、第１項 ヘ）に掲げるものについては、補助対象経費の総額の２分の

１を上限とする。 

５ 前条第１号に定める事業にあっては、川下企業等からの受託費等がある場合は、第１項に掲

げる経費の合計から、その受託費等を控除した額を補助対象経費とする。 

 

（補助金の額等） 

第６条  補助対象者に交付する補助金の額は、１補助対象事業につき、補助対象経費の２分の１

以内とし、５，０００万円を限度とする。 

２ 過去に本要綱に基づく交付を受けた者が、過去と同一と認められる事業内容により補助金の



交付を受けようとする場合は、補助対象外となる。 

３  第１項の補助金の補助対象期間は、第7条に規定する補助金の交付申請が行われる年度の当

初から１月末日までとする。 

 

（交付申請） 

第７条  本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金規則第５条

第１項に基づき、次に定める書類を作成し、市長の定める期日までに、市長に提出しなければ

ならない。 

（1）省力化を促進する製品の研究・開発・実証補助金認定交付申請書（様式第１号） 

（2）コンソーシアム概要書（様式第２号） 

（3）企業概要書（様式第３号） 

（4）事業計画書（様式第４号） 

（5）大学・公設試等の研究機関等との共同研究に関する契約書、または研究者への依頼書・承

諾書 

（6）神戸市市税条例に定める神戸市税に関する誓約書兼調査に関する承諾書（様式第４号の

２） 

（7）法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、及び定款の写し 

（8）直近の貸借対照表、及び損益計算書 

（9）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第８条  市長は、前条に定める書類の提出があった場合には、事業内容や事業の実施能力、補助

金の額等に関する審査を行い、適当と認めるときは、補助金規則第６条に基づき、補助金の交

付を決定するとともに、交付決定通知書（様式第５号）により申請者に対して速やかに通知す

る。また、不適当と認めるときは、補助金規則第６条第３項に基づき、不交付決定通知書（様

式第６号）により、申請者に対し速やかにその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に対し、補助

事業者からの補助金概算払請求書（様式第７号）の提出に基づき、交付決定した金額の２分の

１の範囲で概算払いを行うことができる。 

 

（計画変更の届出等） 

第９条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに補助事業計画変更等届出

書（様式第８号）を作成し、市長に届出なければならない。 

（1）当該交付決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容若しくは遂行計画に変更が生

じた場合（原則として、軽微な変更を除く）、又は補助対象経費等に変更が生じた場合（原則

として、変更による補助対象経費の総額の増減額が変更前の金額の20%を超えない場合を除

く）。ただし、補助対象経費等の金額の総額が変更となるときは、交付決定した補助金額の減額変

更のみを行い、増額変更は行わないものとする。 

（2）補助事業を中止または廃止した場合。 

（3）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となった場合。 



 

（交付決定の取り消し） 

第１０条  市長は、補助事業者が補助金規則第19条第１項各号の一に該当するとき、または本要

綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（事業実績報告の提出） 

第１１条 補助事業者は、補助事業完了後（補助事業の廃止等の承認を受けたときを含む。）10

日以内または当該補助金の交付決定日の属する市の会計年度の終了後10日以内のいずれか早い

日までに、補助金規則第15条に基づき、次に定める書類を作成し、市長に提出しなければなら

ない。 

（1）事業実績報告書（様式第９号） 

（2）その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条  市長は、前条の規定による事業実績報告の提出を受けたときは、報告に基づき補助事

業の成果を審査し、補助金規則第16条に基づき、補助金の額を確定するとともに交付確定通知

書（様式第10号）により補助事業者に対して速やかに通知するものとする。  

２ 市長は、確定した額を超える補助金を既に概算払いによって交付している場合は、期限を定

めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条  前条第１項の通知を受けた補助事業者は、市長の定める日までに補助金請求書（様式

第11号）を、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。 

 

（事業の状況報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業完了後も事業計画書に基づき早期の実用化に努めなければな

らない。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する事業年度の翌年度から５年間につき、毎年３

月末日までに補助事業に係る実用化の状況について、状況報告書（様式第12号）を作成し、市

長に提出しなければならない。 

 

（帳簿等の保存期間） 

第１５条 補助事業者は、補助事業にかかる帳簿及び書類を、補助事業の完了の日から起算して

５年を経過した日の属する市の会計年度末日まで保存しなければならない。  

 

（補助金の返還） 

第１６条  市長は、第８条による補助金の交付決定の全部又は一部を取消したとき、または、補

助事業者が、次の各号の一に該当するときは、補助金規則第20条第１項に基づき、期限を定め

て、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。 



（1） 補助事業の遂行が困難となった場合 

（2） 補助事業の遂行が不可能であることが客観的に判明した場合 

（3） その他本要綱に違反したとき 

 

（成果の発表） 

第１７条  市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について、補助事業者に発表す

るよう求めることができる。 

 

（知的財産権の帰属） 

第１８条 この補助事業により得られた知的財産権は、補助事業者等に帰属するものとし、本市

には帰属しないものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産の額が50万円

以上であるときは、取得または増加した財産を、補助金規則第24条に基づく市長の承認

を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。 

ただし、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後５年を経過する日を超えた場

合はこの限りでない。 

２ 前項に定める財産に係る承認は、財産処分等承認申請書を市長に提出してこれを受けな

ければならない。 

３ 補助事業者は、前項の承認対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存

しておかなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２０条 第７条の交付申請の内容について、関係者は秘密保持に留意しなければならない。 

 

（補則） 

第２１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所管局長が別に定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


